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国立大学法人鳴門教育大学職員の育児休業等に関する規程

平成１６年 ４ 月 １ 日

規程第 １９ 号

改正 平成１７年 ３ 月１４日規程第 ３７ 号

平成１８年 ３ 月１３日規程第 ２４ 号

平成１９年 ３ 月２３日規程第 １３ 号

平成１９年 ７ 月３０日規程第 ６９ 号

平成２２年 ６ 月２１日規程第 ８０ 号

平成２８年１２月 ６ 日規程第 ５８ 号

令和 ２ 年 ３ 月１１日規程第 １２ 号

令和 ４ 年 ９ 月１４日規程第 ５８ 号

（趣旨）

第１条 この規程は，国立大学法人鳴門教育大学職員就業規則第４４条の規定に基づき，

職員の育児休業等に関し必要な事項を定める。

（育児休業の対象者）

第２条 この規程において，育児休業対象者とは，３歳に満たない子（民法（明治２９年

法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項

に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事

審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって，当該職員が現に監護するも

の，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第１項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち，当該職員が

養子縁組によって養親となることを希望している者及びその他これらに準ずる者として

厚生労働省令で定める者に，厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含

む。以下同じ。）を養育する職員とする。ただし，学長と職員の過半数を代表する者と

の書面による協定で，次に掲げる職員のうち，育児休業をすることができないものとし

て定められた職員については，この限りでない。

(1) 継続して雇用された期間が１年に満たない職員
(2) 育児休業申出の日から起算して１年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
（育児休業期間）

第３条 育児休業期間は，子が３歳に達するまでの間で，育児休業申出書に記載された連

続する期間とする。

（育児休業の申出）

第４条 職員は学長に申し出ることにより育児休業をすることができる。ただし，育児休

業の申出は，次のいずれかの場合を除き当該子について２回とする。

(1) 育児休業をしている職員について産前産後休暇が始まったことにより育児休業が終
了した後，当該産前産後休暇期間に係る子若しくは当該申出に係る子のすべてについ

て次のいずれかに該当することとなった場合

イ 死亡した場合

ロ 養子となったことその他の事情により当該職員と別居することとなった場合
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(2) 育児休業の申出をした職員について新たな育児休業期間又は新たな出生時育児休業
期間(以下「新期間」という。）が始まったことにより育児休業期間が終了した場合

であって，当該新期間が終了する日までに，当該新期間の育児休業に係る子のすべて

が前号のイ又はロのいずれかに該当することとなった場合

(3) 育児休業の申出をした職員について介護休業が始まったことにより育児休業期間が
終了した場合であって，当該介護休業期間が終了する日までに当該介護休業期間の介

護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚，婚姻の取消，離縁等により

当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅するに至った場合

(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院した場合，配偶者と別居したことその他の育児休
業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより，当該育児休業に

係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じると認めら

れる場合

(5) 育児休業をしている職員が，負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当
該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続すること

が見込まれることにより終了した後，当該子を養育することができる状態に回復した

場合

（育児休業の申出手続）

第５条 育児休業の申出は，育児休業申出書により，原則として休業開始日の１月前まで

に行うものとする。

２ 学長は，前項の規定による申出があったときは当該育児休業申出に係る育児休業開始

予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して１月を経過する日

（以下「１月経過日」という。）前の日であるときは，当該育児休業開始予定日とされ

た日から当該１月経過日（当該育児休業申出があった日までに次の各号に掲げる事由が

生じた場合には，当該１月経過日前の日で当該育児休業申出があった日の翌日から起算

して１週間を経過する日）までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指

定することができる。

(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 育児休業申出に係る子の親である配偶者（以下「配偶者」という。）の死亡
(3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になった
こと。

(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
３ 学長は，育児休業の申出について，その事由を確認する必要があると認めるときは，

当該申出をした職員に対して，証明書類の提出を求めることができる。

（育児休業の期間の変更・延長等）

第６条 育児休業の申出をした職員は，その後当該育児休業申出に係る育児休業開始予定

日とされた日（前条第２項の規定で学長の指定があった場合はその指定する日。以下こ

の項について同じ。）の前日までに，同条第２項第１号から第４号の事由が生じた場合

には，学長に申し出ることにより当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日を１回の

休業につき１回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができ

る。
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２ 学長は，前項の規定による申出があった場合において，当該育児休業申出に係る変更

後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して１週間を

経過する日（以下この項において「期間経過日」という。）前の日であるときは，当該

変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日（その日が変更前の当該育

児休業開始予定日とされていた日以後の日である場合にあっては当該変更前の育児休業

開始予定日とされていた日）までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として

指定することができる。

３ 育児休業の申出をした職員は，育児休業終了予定日とされた日の１月前の日までに学

長に申し出ることにより，当該育児休業の期間を，１回の休業につき１回に限り延長す

ることができる。

ただし，次に定める特別の事情がある場合は，複数回延長することができる。

配偶者が負傷または疾病により入院したこと，配偶者と別居したことその他の育児休

業の期間の延長の申出時に予測することできなかった事実が生じたことにより当該育児

休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障

が生じる場合

４ 前条第１項の規定は，育児休業の期間の変更等について準用する。

（育児休業の撤回等）

第７条 育児休業の申出をした職員は，当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とさ

れた日の前日までは，当該育児休業申出を撤回することができる。

２ 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに当該育児休業申

出に係る子を養育しないこととなった事由として次に掲げる事由が生じたときは，当該

育児休業申出は，されなかったものとみなす。この場合において，職員は，学長に当該

事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

(1) 育児休業申出に係る子の死亡
(2) 育児休業申出に係る子が職員の子でなくなったこと。
(3) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出を
した職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

(4) 育児休業申出をした職員が，負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害により，
当該育児休業申出に係る子が３歳に達するまでの間，当該子を養育することができな

い状態になったこと。

(5) 民法第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと
（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。），又は養子縁組が成立しない

まま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が解除されたこと。

３ 第１項の育児休業申出の撤回は，育児休業申出書により行うものとする。

４ 第２項の届出は養育状況変更届により行うものとする。

（育児休業期間の終了）

第８条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には，育児休業期間は，第３条の

規定にかかわらず，当該事情が生じた日（第２号に掲げる事情が生じた場合にあっては

その前日）に終了する。

(1) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに，前条第２項に規定する事由が生じた
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場合

(2) 育児休業終了予定日とされた日までに，育児休業申出をした職員について，産前産
後休暇期間，介護休業期間，出生時育児休業期間又は新たな育児休業期間が始まった

場合

（育児休業期間中の身分）

第９条 育児休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。

（職務復帰）

第１０条 育児休業の期間が満了したとき，第８条の規定による育児休業の期間が終了し

たときは，当該育児休業に係る職員は，職務に復帰するものとする。

（人事異動通知書の交付）

第１１条 学長は，次に掲げる場合には，職員に対して人事異動通知書を交付する。

(1) 職員から育児休業の申出があった場合
(2) 職員から育児休業の期間の延長の申出があった場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
（育児休業期間中の給与）

第１２条 育児休業をしている期間については，給与を支給しない。

２ ６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）に育児休業をしている職員のう

ち，基準日以前６月以内の期間において勤務した期間がある場合には，前項の規定にか

かわらず，当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

３ 第１項及び第２項に定めるもののほか，育児休業の給与に関し必要な事項は国立大学

法人鳴門教育大学職員給与規程（平成１６年規程第１４号。以下「給与規程」という。）

に定める。

（職務復帰後における給与等の取扱い）

第１３条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には，部内の他の職員との均衡を考

慮し当該育児休業をした期間を１００分の１００以下の換算率により換算して得た期間

を引き続き勤務したものとみなして，その職務に復帰した日及びその日後における最初

の昇給日（給与規程第９条第１項に規定する日をいう。）又はそのいずれかの日に，号

給を調整することができる。

（育児短時間勤務の対象者）

第１４条 この規程において，育児短時間勤務対象者とは，小学校就学の始期に達するま

での子を養育する職員とする。ただし，学長と職員の過半数を代表する者との書面によ

る協定で，次に掲げる職員のうち，育児短時間勤務をすることができないものとして定

められた職員については，この限りでない。

(1) 継続して雇用された期間が１年に満たない職員
(2) 育児短時間勤務申出の日から起算して１年以内に雇用関係が終了することが明らか
な職員

（育児短時間勤務の期間）

第１５条 育児短時間勤務の期間は，子が小学校就学の始期に達するまでの間で，育児短

時間勤務申出書に記載された連続する期間とする。

（育児短時間勤務の申出）
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第１６条 職員（常時勤務することを要しない職員，大学の教員等の任期に関する法律（平

成９年法律第８２号。以下「任期法」という。）の規定により任期を定めた職員以外の

任期を定めて雇用された職員その他の学長が別に定める職員を除く。）は，学長に申し

出て，当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため，当該子がその始

期に達するまで，常時勤務を要する職を占めたまま，学長が別に定める勤務の形態によ

り，当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること（以下「育児短時間勤務」

という。）ができる。

（育児短時間勤務の手続）

第１７条 育児短時間勤務の申出は，育児短時間勤務をしようとする期間（１月以上１年

以下の期間に限る。）の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間

帯を明記した育児短時間勤務申出書により，原則として育児短時間勤務を始めようとす

る日の１月前までに行うものとする。

２ 育児短時間勤務の勤務時間等に関し，必要な事項は「国立大学法人鳴門教育大学職員

の勤務時間・休日・休暇等に関する規程」（平成１６年規程第１８号）に定める。

（育児短時間勤務の延長）

第１８条 育児短時間勤務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員」という。）は，

学長に対し，当該育児短時間勤務の期間の延長を申し出ることができる。

２ 前条第１項の規定は，育児短時間勤務の延長について準用する。

（育児短時間勤務の撤回等）

第１９条 育児短時間勤務の申出をした職員は，当該育児短時間勤務申出に係る育児短時

間勤務開始予定日とされた日の前日までは，当該育児短時間勤務申出を撤回することが

できる。

２ 育児短時間勤務申出がされた後育児短時間勤務開始予定日とされた日の前日までに当

該育児短時間勤務申出に係る子を養育しないこととなった事由として次に掲げる事由が

生じたときは，当該育児短時間勤務申出は，されなかったものとみなす。この場合にお

いて，職員は，学長に当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

(1) 育児短時間勤務申出に係る子の死亡
(2) 育児短時間勤務申出に係る子が職員の子でなくなったこと。
(3) 育児短時間勤務申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児短時
間勤務申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

(4) 育児短時間勤務申出をした職員が，負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害に
より，当該育児短時間勤務申出に係る子が小学校就学の始期に達するまでの間，当該

子を養育することができない状態になったこと。

(5) 民法第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと
（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。），又は養子縁組が成立しない

まま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が解除されたこと。

３ 第１項の育児短時間勤務申出の撤回は，育児短時間勤務申出書により行うものとする。

４ 第２項の届出は養育状況変更届により行うものとする。

（育児短時間勤務期間の終了）

第２０条 育児短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに，次の各号に掲げるいずれ
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かの事情が生じた場合には，育児短時間勤務期間は，第１５条の規定にかかわらず，当

該事情が生じた日（第２号及び第３号に掲げる事情が生じた場合にあってはその前日）

に終了する。

(1) 前条第２項に規定する事由が生じた場合
(2) 育児短時間勤務申出をした職員について，産前産後休暇期間，介護休業期間，出生
時育児休業期間，育児休業期間又は新たな育児短時間勤務が始まった場合

(3) 当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合
(4) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時
間勤務を承認する場合

（人事異動通知書の交付）

第２１条 学長は，次に掲げる場合には，職員に対して人事異動通知書を交付する。

(1) 職員から育児短時間勤務の申出があった場合
(2) 職員から育児短時間勤務の期間の延長の申出があった場合
(3) 育児短時間勤務の期間が終了した場合
（育児短時間勤務職員についての給与）

第２２条 育児短時間勤務職員の給与について必要な事項は，給与規程に定める。

（育児時間）

第２３条 職員は，学長に申し出ることにより，小学校就学の始期に達するまでの子を養

育するため１日の勤務時間の一部について勤務しないこと（以下「育児時間」という。）

ができる。

２ 前項の規定にかかわらず，１週間の所定勤務日数が２日以下の職員は育児時間をする

ことができない。

（育児時間の申出）

第２４条 育児時間の申出は，正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて，１日を通じて

２時間（保育時間を承認されている職員については，２時間から当該保育時間を減じた

時間）を超えない範囲内で，職員の託児の態様，通勤の状況等から必要とされる時間に

ついて，３０分を単位として行うものとする。

（育児時間の申出手続）

第２５条 育児時間の申出は，育児時間申出書により行うものとする。

２ 第５条第３項の規定は，育児時間の申出手続について準用する。

（育児時間の終了等）

第２６条 第１９条及び第２０条の規定は，育児時間について準用する。

（育児時間をしている職員の給与）

第２７条 育児時間により勤務しない時間については，勤務しない１時間につき給与規程

第２１条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。

２ 前項に定めるもののほか，育児時間をしている職員の給与に関し必要な事項は給与規

程に定める。

（出生時育児休業の対象者）

第２８条 この規程において，出生時育児休業対象者とは，産後休暇をしておらず，子の

出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から８週間以内の子と同居し，養育する職員と
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する。ただし，学長と職員の過半数を代表する者との書面による協定で，次に掲げる職

員のうち，出生時育児休業をすることができないものとして定められた職員については，

この限りでない。

(1) 継続して雇用された期間が１年に満たない職員
(2) 出生時育児休業申出の日から起算して８週間以内に雇用関係が終了することが明ら
かな職員

（出生時育児休業期間）

第２９条 出生時育児休業期間は，原則として，子の出生後８週間以内のうち４週間（２

８日）を限度として出生時育児休業申出書に記載された連続する期間とする。

（出生時育児休業の申出）

第３０条 職員は学長に申し出ることにより出生時育児休業をすることができる。出生時

育児休業の申出は，当該子について２回まで分割できる。ただし，２回に分割する場合

は２回分まとめて申し出なければならない。

（出生時育児休業の申出手続）

第３１条 出生時育児休業の申出は，育児休業申出書により，原則として休業開始日の２

週間前までに行うものとする。

２ 学長は，前項の規定による申出があったときは，当該出生時育児休業申出に係る出生

時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算

して２週間を経過する日（以下「２週間経過日」という。）前の日であるときは，当該

出生時育児休業開始予定日とされた日から当該２週間経過日（当該出生時育児休業申出

があった日までに次の各号に掲げる事由が生じた場合には，当該出生時育児休業申出が

あった日の翌日から起算して１週間を経過する日）までの間のいずれかの日を，当該出

生時育児休業開始予定日として指定することができる。

(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
(3) 配偶者が負傷又は疾病により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難に
なったこと。

(4) 配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
３ 学長は，出生時育児休業の申出について，その事由を確認する必要があると認めると

きは，当該申出をした職員に対して，証明書類の提出を求めることができる。

（出生時育児休業の期間の変更・延長等）

第３２条 出生時育児休業の申出をした職員は，その後当該出生時育児休業申出に係る出

生時育児休業開始予定日とされた日（前条第２項の規定で学長の指定があった場合はそ

の指定する日。以下この項について同じ。）の前日までに，同条第２項第１号から第４

号の事由が生じた場合には，学長に申し出ることにより当該出生時育児休業申出に係る

出生時育児休業開始予定日を，１回の休業につき１回に限り当該出生時育児休業開始予

定日とされた日前の日に変更することができる。

２ 学長は，前項の規定による申出があった場合において，当該出生時育児休業申出に係

る変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日が，当該申出があった日の翌日から起

算して１週間を経過する日（以下この項において「期間経過日」という。）前の日であ
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るときは，当該変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日（そ

の日が変更前の当該出生時育児休業開始予定日とされていた日以後の日である場合にあ

っては，当該変更前の出生時育児休業開始予定日とされていた日）までの間のいずれか

の日を，当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。

３ 出生時育児休業の申出をした職員は，出生時育児休業終了予定日とされた日の２週間

前の日までに学長に申し出ることにより，当該出生時育児休業の期間を，１回の休業に

つき１回に限り延長することができる。ただし，次に定める特別の事情がある場合は，

複数回延長することができる。

配偶者が負傷または疾病により入院したこと，配偶者と別居したことその他の出生時

育児休業の期間の延長の申出時に予測することできなかった事実が生じたことにより，

当該出生時育児休業に係る子について出生時育児休業の期間の再度の延長をしなければ

その養育に著しい支障が生じる場合

４ 前条第１項の規定は，出生時育児休業の期間の変更等について準用する。

（出生時育児休業の撤回等）

第３３条 出生時育児休業の申出をした職員は，当該出生時育児休業申出に係る出生時育

児休業開始予定日とされた日の前日までは，当該出生時育児休業申出を撤回することが

できる。

２ 出生時育児休業申出がされた後，出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに

当該出生時育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として次に掲げる事由

が生じたときは，当該出生時育児休業申出は，されなかったものとみなす。この場合に

おいて，職員は，学長に当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

(1) 出生時育児休業申出に係る子の死亡
(2) 出生時育児休業申出に係る子が職員の子でなくなったこと。
(3) 出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育
児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

(4) 出生時育児休業申出をした職員が，負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害に
より，当該出生時育児休業申出に係る出生後８週間以内の当該子を養育することがで

きない状態になったこと。

(5) 民法第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと
（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。），又は養子縁組が成立しない

まま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が解除されたこと。

３ 第１項の出生時育児休業申出の撤回は，出生時育児休業申出書により行うものとする。

４ 第２項の届出は養育状況変更届により行うものとする。

（出生時育児休業期間の終了）

第３４条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には，出生時育児休業期間は，

第２９条の規定にかかわらず，当該事情が生じた日（第２号に掲げる事情が生じた場合

にあってはその前日）に終了する。

(1) 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに，前条第２項に規定する事由が
生じた場合

(2) 出生時育児休業終了予定日とされた日までに，出生時育児休業申出をした職員につ
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いて，介護休業期間，育児休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まった場合

（出生時育児休業期間中の身分）

第３５条 出生時育児休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従

事しない。

（職務復帰）

第３６条 出生時育児休業の期間が満了したとき，第３４条の規定による出生時育児休業

の期間が終了したときは，当該出生時育児休業に係る職員は，職務に復帰するものとす

る。

（人事異動通知書の交付）

第３７条 学長は，次に掲げる場合には，職員に対して人事異動通知書を交付する。

(1) 職員から出生時育児休業の申出があった場合
(2) 職員から出生時育児休業の期間の延長の申出があった場合
(3) 出生時育児休業をした職員が職務に復帰した場合
（出生時育児休業期間中の給与）

第３８条 出生時育児休業をしている期間については，給与を支給しない。

２ ６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）に出生時育児休業をしている職

員のうち，基準日以前６月以内の期間において勤務した期間がある場合には，前項の規

定にかかわらず，当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

３ 第１項及び第２項に定めるもののほか，出生時育児休業の給与に関し必要な事項は給

与規程に定める。

（職務復帰後における給与等の取扱い）

第３９条 出生時育児休業をした職員が職務に復帰した場合には，部内の他の職員との均

衡を考慮し当該出生時育児休業をした期間を１００分の１００以下の換算率により換算

して得た期間を引き続き勤務したものとみなして，その職務に復帰した日及びその日後

における最初の昇給日（給与規程第９条第１項に規定する日をいう。）又はそのいずれ

かの日に，号給を調整することができる。

（不利益取扱いの禁止）

第４０条 職員は，育児休業等を理由として，不利益な取扱いを受けない。

（法令との関係）

第４１条 育児休業等に関してこの規程に定めのない事項については，国立大学法人鳴門

教育大学職員就業規則，育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成３年法律第７６号）その他法令の定めるところによる。

附 則

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

２ この規程の施行の際現に国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年１２月２４

日法律第１０９号），人事院規則１９－０（職員の育児休業等）によって育児休業を行

っている職員は，施行日においてこの規程により育児休業を行ったものとする。

附 則

この規程は，平成１７年４月１日から施行する。

附 則
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この規程は，平成１８年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成１９年８月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この規程の施行の際現に育児部分休業を行っている職員は，施行日においてこの規程

により育児時間を行ったものとする。

３ 施行日以前に育児休業から復帰した職員の職務復帰後における給与等の取扱いについ

ては，第１３条の規定にかかわらず，当該育児休業をした期間を２分の１に相当する期

間を引き続き勤務したと見なして，号給を調整することとする。

４ 施行日前から引き続き育児休業を行っている職員が，施行日以後に育児休業から復帰

した場合の職務復帰後における給与等の取扱いについては，第１３条の規定にかかわら

ず，施行日前の当該育児休業をした期間については２分の１に相当する期間とする。

附 則

この規程は，平成２２年６月３０日から施行する。

附 則

この規程は，平成２９年１月１日から施行する。

附 則

この規程は，令和２年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，令和４年１０月１日から施行する。


